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新旧組織機構図 

１ 福祉部 

現在 令和８年（2026年）７月１日以降 

  

注：物価高騰対策給付金担当課長は、生活支援課長が兼務  

※福祉事務所

※

◇生活福祉担当部長

※

※

※

◇ ※

◇

◇ ※

◇※

◇※

障 害 者 福 祉 課

障 害 者 支 援 担 当 課 長

生 活 自 立 支 援 課

物 価 高 騰 対 策 給 付 金 担 当 課 長

生 活 福 祉 総 務 課

生 活 福 祉 地 区 第 一 課

生 活 福 祉 地 区 第 二 課

福 祉 部 福 祉 政 策 課

指 導 監 査 課

高 齢 者 い き い き 課

高 齢 者 福 祉 課

介 護 保 険 課

※福祉事務所

※

◇生活支援担当部長

※

※

※

※

◇ ※

◇

◇ ※

◇ ※

◇※

◇※地 区 第 三 担 当 課 長

高 齢 者 支 援 担 当 課 長

介 護 保 険 担 当 課 長

事 業 者 支 援 担 当 課 長

障 害 者 福 祉 課

障 害 者 支 援 担 当 課 長

生 活 支 援 課

地 区 支 援 担 当 課 長

地 区 第 一 担 当 課 長

地 区 第 二 担 当 課 長

物 価 高 騰 対 策 給 付 金 担 当 課 長

福 祉 部 共 生 社 会 推 進 課

指 導 監 査 課

高 齢 者 福 祉 課
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２ 子ども家庭部 

現在 令和８年（2026年）４月１日以降 

  

                             注１：子ども家庭部の組織改正については、令和８年（2026年）４月１日施行 

                             注２：こども家庭センターの各担当課長は、各保健福祉センターの担当課長を兼務 

※福祉事務所

※

保 育 園

※

※

子ども・若者育成支援センター

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー
こども家庭 セン ター 大横 担当 課長

こども家庭センター東浅川担当課長

こども家庭センター南大沢担当課長

子 ど も 家 庭 部 子 ど も の し あ わ せ 課

子どもの教育・保育推進課

保 育 幼 稚 園 課

子 育 て 支 援 課

青 少 年 若 者 課

※福祉事務所

※

※

保 育 園

※

子ども・若者育成支援センター

子 育 て 支 援 課

青 少 年 若 者 課

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー
こども家庭 セン ター 大横 担当 課長

こども家庭センター東浅川担当課長

子 ど も 家 庭 部 子 ど も の し あ わ せ 課

教 育 保 育 ・ 発 達 支 援 課

保 育 幼 稚 園 課

公 立 保 育 園 担 当 課 長

こども家庭センター南大沢担当課長

注１ 

注２ 


